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 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 12 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を  

   改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 15 年 ３ 月 横

浜 市 規 則 第 17 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。   

 第 34 条 第 ３ 項 中 「 大 腸 菌 群 数 」 を 「 大 腸 菌 数 」 に 改 め る 。  

 第 88 条 の ２ 及 び 第 90 条 の ２ 第 １ 項 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等

に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。  

 第 90 条 の ５ 第 ３ 号 中 「 第 ２ 条 第 ４ 項 」 を 「 第 ２ 条 第 ５ 項 」 に 改 め

る 。  

 別 表 第 11 六 価 ク ロ ム 化 合 物 の 項 中 「  0.5 」 を 「  0.2 」 に 改 め る 。  

 別 表 第 12 の ２ 中 「 、 大 腸 菌 群 数 」 を 「 、 大 腸 菌 数 」 に 改 め 、 同 表

の ２ の 表 の 大 腸 菌 群 数 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

大腸菌数 （単位 CFU／mL）           800          800  

 別 表 第 15 六 価 ク ロ ム 化 合 物 の 項 中 「 0.05 」 を 「 0.02 」 に 改 め る 。  

  附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 34 条

第 ３ 項 及 び 別 表 第 12 の 改 正 規 定 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す

る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  附 則 別 表 の 中 欄 に 掲 げ る 業 種 に 属 す る 事 業 所 （ 横 浜 市 生 活 環 境

の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 58 号 ） 第 ２ 条

第 ３ 号 に 規 定 す る 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 排 水 （ 同 条

第 14 号 に 規 定 す る 排 水 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 含 ま れ る 六 価 ク ロ

ム 化 合 物 の 許 容 限 度 に つ い て の 規 制 基 準 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日

（ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 31 日 ま で の 間 は 、

こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施

行 規 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 別 表 第 11 の 規 定 に か か わ ら ず

、 附 則 別 表 の 右 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。  

３  施 行 日 前 に 設 置 さ れ た 事 業 所 （ 施 行 日 前 か ら 建 設 工 事 中 の も の

を 含 む 。 ） に 係 る 排 水 に 含 ま れ る 六 価 ク ロ ム 化 合 物 の 許 容 限 度 に

つ い て の 規 制 基 準 は 、 施 行 日 か ら 令 和 ６ 年 ９ 月 30 日 （ 水 質 汚 濁 防

止 法 施 行 令 （ 昭 和 46 年 政 令 第  188 号 ） 別 表 第 ３ に 掲 げ る 施 設 を 設

置 す る 事 業 所 に つ い て は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ） ま で の 間 は 、 新 規
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則 別 表 第 11 及 び 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附 則 別 表  

                     （ 単 位  mg ／ Ｌ ）  

   物質の種類           業種             許容限度      

六価クロム化合物  電気めっき業        六価クロムとして    0.5  

 （ 備 考 ）  

  １  こ の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 業 種 に 属 す る 事 業 所 （ 以 下 「 対 象 事

業 所 」 と い う 。 ） が 同 時 に 他 の 業 種 に 属 す る 場 合 に お い て は

、 対 象 事 業 所 に 係 る 排 水 に 含 ま れ る 六 価 ク ロ ム 化 合 物 の 許 容

限 度 に つ い て の 規 制 基 準 は 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る も の を 適 用

す る 。  

  ２  こ の 表 に 掲 げ る 規 制 基 準 は 、 対 象 事 業 所 に 係 る 汚 水 又 は 廃

液 を 処 理 す る 事 業 所 に 係 る 排 水 に つ い て は 、 当 該 事 業 所 が 対

象 事 業 所 の 属 す る 業 種 に 属 す る も の と み な し て 適 用 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 対 象 事 業 所 が 同 時 に 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 業

種 以 外 の 業 種 に も 属 す る と き は 、 備 考 １ の 規 定 を 準 用 す る 。  

 




